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スマートＩＣの名称（案）について 
 

 

１．スマートＩＣの名称決定における取扱い 

スマートＩＣ［高速道路利便増進事業］制度実施要綱の運用（平成 26年 6月 国土交通省）より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．スマートＩＣの名称案について 

（１）スマートＩＣの利用者に対し、判りやすく簡潔でＥＴＣ専用のＩＣであることが明確に判

断できる。 

（２）所在地を明確に示すことから「滝沢」とし、当該スマートＩＣの位置が人口の約５割を占

める市中央部の人口集中地区に近接し、さらに中心市街地（市役所周辺）からのアクセス

が最も良いことから「中央」とするものである。 

 

 ※ 以上のことから、スマートＩＣ［高速道路利便増進事業］制度実施要綱の運用並びに道路等

の名称決定基準（参考）を踏まえ、下記の名称案を提案する。 

 

 

 

名称案  滝沢中央スマートインターチェンジ 
 

５．スマートＩＣの名称 

（１）スマートＩＣの個別箇所の名称の検討について 

   スマートＩＣの名称については、地区協議会において名称案を検討し、地区協議会で決定

された名称案を、会社及び機構に伝えることとする。 

（２）標識適正化委員会への意見聴取について 

   当該スマートＩＣの名称を地区協議会が検討するにあたっては、標識適正化委員会の事務

局に対し、地区協議会の検討状況を伝え、標識適正化委員会の意見も聴取して名称を検討す

るものとする。 

（３）スマートＩＣ名称の原案について 

   スマートＩＣの名称は、スマートＩＣの利用者に対し、ＥＴＣ専用のＩＣであることが明

確に判別可能な名称とする必要がある。特にＳＡ・ＰＡ接続型の場合は、既存のＳＡ・ＰＡ

に設置される出入口であることが明確に判別可能となる名称とする必要があり、スマートＩ

Ｃの名称の検討にあたっては、原則として当該ＳＡ・ＰＡの名称を用い、かつ「スマートイ

ンターチェンジ」を用いた名称を原案とされたい。 

 



【出典：高速自動車国道のインター名称の決定方式（案）〔H18.12.7 国土交通省資料〕】

※１　標識適正化委員会とは、各都道府県に設置され、関係する道路管理者が参画し、
　　標識等の表示内容等を検討する委員会です。
　　　なお、岩手県の場合は「標識適正化委員会」に代わる、「岩手県道路交通環境
　　安全推進連絡会議（安推連）」がこの役割を担っております。

標識の設置（会社）

会　社
（東日本高速道路株式会社）

機　構
（独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構）

名称の決定（機構）

⑤意見聴取

④意見を伝える

スマートＩＣの名称決定手順

スマートＩＣ地区協議会において名称原案検討
（本日の協議会検討事項）

標識適正化委員会における検討 ※１

①検討状況を伝える
（名称案）

②検討状況を報告
（意見聴取）

③名称案の
　伝達
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位 置 図（スマートＩＣ設置個所） 

 

滝沢ＰＡ 

 

スマートＩＣ設置個所 

 

背景図：盛岡広域都市計画図 

（※着色部：市街化区域） 
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（盛岡南 IC） 
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盛 岡 市 

 

雫 石 町 
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滝沢ＩＣ 

 

西根ＩＣ 

 

盛岡ＩＣ 

 

至 青森 

（松尾八幡平 IC） 

 

人口集中地区 
（ 中 央 部 ） 

【鵜飼・元村地区】 

巣子駅 

 

滝沢駅 

 

大釜駅 

 小岩井駅 

 

岩 手 山 

 

県庁 

 

交流拠点 
複合施設 
（建設中） 

 

人口集中地区 
（ 北 部 ） 

【巣子・川前地区】 

人口集中地区 
（ 南 部 ） 

【小岩井・大釜地区】 


